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社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会福祉基金規程 

 

施行 平成 3年4月1日 改正 平成27年12月18日 

改正 平成 5年4月1日 改正 平成28年12月27日 

改正 平成22年4月1日 改正 平成29年 6月16日 

改正 平成23年4月1日 改正 平成30年12月11日 

 

 

（目 的） 

第１条 社会福祉法人刈羽村社会福祉協議会（以下、「本会」という。）において、

刈羽村における社会福祉事業の振興を図るため、福祉基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

 

（積立て） 

第２条 基金は、理事会の同意及び評議員会で承認された予算に基づき、積み立てる

ものとする。 

   

（管 理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

   

（運用益の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるもの

とする。 

 

（取 崩） 

第５条 基金の全部又は一部を取り崩すときは、予算に基づき、理事会の同意及び評

議員会の決議を得て社会福祉事業、介護保険サービス事業に充てるものとする。 

 

（委 任） 

第６条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成３年４月１日から施行する。 

２ この規程の一部改正は、平成５年４月１日から施行する。 

３ この規程の一部改正は、平成２２年４月１日から施行する。  

４ この規程の一部改正は平成２３年４月１日から施行する。 

５ この規程の一部改正は平成２７年１２月１８日から施行する。 

附 則 

この規程の一部改正は、平成２８年１２月２７日から施行する。 
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附 則 

この規程の一部改正は、平成２９年６月１６日から施行する。 

附 則 

この規程の一部改正は、平成３０年１２月１１日から施行する。 


